
第１部：パネルディスカッション 

 高橋 「神経再生研究の現状と課

題」というちょっと難しいタイトルで

すが、すばらしいパネリストの方々を

お迎えして、これからパネルディスカッ

ションを始めたいと思います。私は司

会をおおせつかりました朝日新聞の高

橋真理子と申します。 

私の隣におられるのが、日本せきずい基金理事長の

大濱眞さんです。パネラーの方々は向かって左から、

岡野栄之慶応大学医学部教授、位田隆一京都大学大学

院法学研究科教授、元オートレース世界グランプリ・

チャンピョンの青木拓磨さん、そして最後が脊髄損傷

のお子様を持つ山崎雄仁さんです。それでは早速です

が山崎さんからプレゼンテーションをお願い致します。 

 

 息子が事故で24時間呼吸器使用に 
 山崎 今日は私の９歳になる息子の雄世ことについて

簡単にお話させていただきます。受傷したのが2001年

１月で、４歳５ヶ月の時でした。事故前はどこにでも

いる普通の子という感じで、いつも公園で遊んだりネ

コを追い回したり、という元気な子でした。 

 2001年１月に交通事故で、近くの大学病院にすぐに 

運ばれ、先生から「脊髄損傷になった」「現在の医学

では一度損傷した脊髄は２度とよみがえらない」と言

われました。それに対して「それは何とかならないん

ですか」と口が酸っぱくなるくらい何度も聞きました

が、「どうしようもないんだ」というお話でした。  
 うちの子の場合は損傷レベルが頚髄Ｃ１－２で、

「人工呼吸器を一生付けなければこの子は生きていけ

ません」と言われ、そして「短命であります」とまで

言われました。大学病院に運ばれたのですが、「大学

の救急部は急性期の患者を診るところなので、ずっと

ここに居ることはできません。しかし転院するにして

も人工呼吸器を付けていると受け入れてくれる病院は

ありません」という話がやはり最初にありました。 

 入院中の息子の様子ですが、本人も大変なショック

で、歯ぎしりがとてもすごくて、歯が何度も抜け落ち

たり磨り減ってしまい、ガタガタになってしまいまし

た。４歳というのに円形脱毛症までできて、かなりの

ストレスを強いられていました。 

 最初の病院には10ヶ月、次の病院には３ヶ月、トー
タルで１年１ヶ月入院していました。転院のためいろ

いろな病院を探したのですが、やはり転院できるとこ

ろはなくて、自分で病院を探して各方面の方々から情

報を教えてもらって、先生を直接訪ねてお願いをして

その病院に受け入れてもらえるようになりました。２

つ目の病院では退院しても診てくれるということで、

病院の近くに引っ越してきました。 

 人工呼吸器をつけての在宅生活になると、実際大変

です。呼吸器の管理は当然として、夜中にも何度か体

位交換や吸引があり、呼吸器の管に溜まる水もとらな

ければならず、親は夜も満足に眠ることが出来ません。 

 現在、息子は普通小学校の３年生ですが、学校では

みんなと一緒に授業を受けて、この写真のように休み

時間に一緒に本を読んだりしています。小学校に入る

に当たっては教育委員会といろいろな話をしたのです

が、最終的には普通学校に入れていただきました。施

設面ではエレベーターやスロープ、エアコンなどを設

置していただきました。ただ学校生活での介助には大

田区には介助員派遣制度というものがなく、親か親サ 

イドが用意した人が学校生活の中においても介助し

て、授業中も息子の隣に居るということになりました。 

 親は日常生活においても疲労困憊している中で学校

生活においても付いていることで、雄世も親離れが出

〔イベント報告〕 

 2005年10月８日（土）午後、東京のめぐろパーシモン

ホール（小ホール）にて、会場一杯の180人が参加して第

１回脊髄損傷者支援イベントが開催された。その概要を

ここに紹介する。これは日本損害保険協会の自賠責運用

益拠出事業として実施したもので、2006－07年10月にも

開催予定である。〔文責：事務局、写真撮影：中島真理〕 
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来ないことが一番大きな問題ではないかと思います。 

 運動会や課外授業、体育などの一部の授業では、私

たちが探した人を区に登録して介助を受ける形にして

います。学校のプール授業では、男性１人と女性２人

が付いて入っていますがその１人は妻です。学校では

楽しくやっておりまして、車いすもみんなが順番に押

すというようなこともあります。 

 最後に再生医療についてです。雄世は９歳ですが人

工呼吸器をつけてからの歳月のほうが長くなってしま

いました。健康な時間が４年５ヶ月でしたが、再生医

療に期待して雄世が健康な体になることを願ってやみ

ません。厚生労働省の「ヒト幹細胞に関する専門委員

会」が中断したり再開したりを繰り返していますが、

議論が我々の望むような結論に至っていないのが残念

です。時間はかかるとは思いますが、同じ１年とは

言っても、子どもは成長過程にあって大人の１年とは

意味が違います。どうか早く結論を出していただきた

いと思います。息子がいつか人工呼吸器をはずせる日

がくることを切に祈っております。岡野先生、位田先

生、審議会をどうぞよろしくお願い致します。 
 
 高橋 どうもありがとうございました。続きまして、

青木拓磨さん、よろしくお願い致します。 
 
 スピードも出さずに受傷して 
 青木 フォーミュラー・ワン（Ｆ１）が明日、鈴鹿

サーキットで行われ佐藤拓磨選手が出場しますが、あ

れは四輪の最高峰のレースです。手前味噌になります

が、私は四輪ではなく二輪の世界最高峰のレースに出

ていた者です。ホンダという世界的なバイクメーカー

でバイクの最高峰の世界を戦っておりました。 

 私は98年２月にホンダのテストコースでバイクレー
スのテストをしていた時に、転倒してしまいました。

皆さん、レースというと時速250キロとか出てすごく
怖いというイメージがあると思いますが、私がケガを

したときと言うのは、実は時速50キロでした。私の場
合はヘルメットは当然着用して、革のグローブや革の

つなぎ服を着ていて、しっかりとした安全対策を行っ

ていたにも関わらず、脊髄を損傷してしまいました。 

 これはしょうがないことだと思いますが、ケガをし

た当初、医師からは「どうにもならない。待つしかな

いね」「動かないんだからしょうがないよ」とも言わ

れました。でも、「自分はやはりもう一度なんとかし

たい」という意識が非常に強かったですね。 

 私はケガをして４ヶ月後の98年６月に米国のマイア
ミに行きました。そこにはマイアミ・プロジェクト＊

という脊髄損傷を治す機関がありまして、私の知り合

いを通じて行く機会がありました。 
 ＊注：マイアミ大学に民間資金で開設された麻痺のメカニ

ズムの解明と麻痺の治療法を研究する専門家的な学

際的研究集団。せきずい基金も加盟するＩＣＣＰ

（International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury 
Paralysis）の構成メンバー。 

 私にも、どのお医者さんが一番優れているのか、脊

髄の医療はどこが進んでいるのかをやっきになって必

死に探している時期があります。でもマイアミでのリ

ハビリや、そこでの先生の言葉、向こうの考え方、生

活を経験していく中で、「もっと楽に生きていいので

はないか」と自分自身の考え方が変わりました。日本

ではずっと、「早く治さなきゃ」「早く治さなきゃ」

「そうしないと自分だけが取り残されてしまう」とい

う気持ちでした。 

 マイアミ・プロジェクトは脊髄再生の医療機関であ

り、また米国には日本の４倍以上もの脊髄損傷者がい

るので、多くの脊髄損傷者に出会いました。車いすの

彼らからは初めて会ってもすぐに「何番やりました

か」と言われます。「脊髄何番？」「胸髄何番な

の？」「何でなったの」と必ず聞いてくる。面白いこ

とですが、日本ではそんなふうに話しかけられること

はあまり考えられないことで、ああやはり日本と全く

環境が違うのだなと思いました。 

 またもう１つは、日本のようにすごく閉鎖的ではな

い。言ってみれば差別がないんです。すべて平等に権

利が与えられていて、それは仕事においても生活にお

いてもそうで、すごくインフラが整っている。そうな

ので、一緒にレストランや遊びに行こうとなったとき

にも、必ず車いすトイレがあるしスロープがある。も

し、スロープがなかったら「じゃあ、俺たちが引いて

あげるよ」と、すごく「無神経な」やさしさがあるん

ですね。日本人って、僕の受けた感じでは「何か守っ

てあげなくてはいけない」という意識がすごく強いな

というふうに思っています。 

 ケガをして８年目になりますが、来年の２月から３

月の１ヶ月間、マイアミに行こうと思っています。あ

ちらでしていることは、まず電気刺激ですね。私は足

が全く動かない状態ですが、ＥＭＳ〔電気的筋刺激：

Electrical Muscle Stimulation〕をして、ウォーカーで30メー
トルくらいを自分の足で歩いています。実際、今は自

分の家に器械を持ってきてやっております。   

「何のためにリハビリをやっているのか」と健常者

や障害者などいろんな人から聞かれます。マイアミ・

プロジェクトの先生が一番初めに私に言ってくれたこ

とは「絶対に治る」という言葉でした。その来るべき

時が来るまで、ちゃんとそういうリハビリをしていな

いと、やはり動かせるものも動かなくなる。それは骨

であったり筋肉であったり神経であったりする。そう

いう部分がありますので、私はこれからもそういうリ

ハビリを続けていきたいと思いますし、また何時の日

か再生医療で可能になることを、気長に待っていきた

いと思っています。 
 
 高橋 ありがとうございました。お二人が強く望ん

でいる再生医療が今どの段階まできているのか、慶応

大学の岡野先生からお話いただきたいと思います。 
 
 なぜ脊髄損傷は治らないと言われてきたのか 

 岡野 現在、脊髄損傷はわが国では年間5000人発生

し、その総数は10万人以上で、日本では頚髄損傷の比

率が高くなっています。 

 まず脊髄がどのような組織であるのか。脳と脳以外

の部分の情報をつなぐ大事な組織が脊髄です。背骨、

つまり脊椎と脊柱の間を脊髄という長いコードのよう

なものが首から腰までつながっています。ケーブルと

1998年10月９日第三種郵便物認可（毎月３回８の日発行）             ２００５年１１月２８ 日発行 SSKU通巻１９６０号 

2 



しての軸索(ｼﾞｸｻｸ)は脳の命令を伝える神経線維です。
それをさらに途中で乗り換えて、運動神経まで信号を

送る神経細胞（運動神経）や感覚を伝える感覚神経と

いったものが脊髄にあります。脊髄はこれらによって

成り立っている非常に細長い組織です。大脳から指令

が出ると脊髄を通って運動神経まで行って、そこで

いったん神経を乗り換えて末梢神経が興奮し、それに

よって筋肉が興奮する、ということが起こります。 
 では、なぜ脊髄損傷は治りにくいのか。なぜ、「脊

髄損傷は治らない」と現場の医師は言ってしまったの

か。たとえて言うと、我々の脳は発電所です。発電所

で作られた電気は送電線である脊髄の軸索を通ってか

らだの色々なところに下降していきます。さらに変電

所に相当する神経細胞で電気が乗り換えられて、さら

に末梢の筋肉まで行きます。脊髄に損傷を起こし送電

線が断絶すると２度と生きてこない、あるいは変電所

である神経細胞が壊れると再生しない、と考えられて

きたわけです。 

 脊髄は損傷後、時々刻々と変化していきます。いっ

たん脊髄が損傷すると、ニューロンが壊死（ｴｼ)して軸
索が断裂、さらに炎症細胞としての好中球やミクログ

リアがそこに侵入してきます。それによって二次損傷

という、最初におきたニューロンの壊死や軸索の断裂

という物理的なダメッジよりさらに損傷が広がってい

きます。その後、脊髄のまわりに大きな空洞ができ、

そのまわりに瘢痕〔ﾊﾝｺﾝ〕組織であるグリア性瘢痕が

取り囲み、さらに髄鞘〔ｽﾞｲｼｮｳ〕破壊産物の蓄積が起こ

ります。こうした一連の現象が経時的に起きてきます。 
 これが急性期と呼ばれる時期です。そのあとに二次

損傷が起きてきます。こうした色々な現象に対する分

子レベルのメカニズムが分かってきましたので、そう

したものを標的とした治療法の開発が現在非常に進め

られてきています。 

 ある患者さんでは第９胸髄のところで完全損傷で、

損傷部以下がマヒしています。実際の臨床では、損傷

脊髄内の５－10％の軸索が損傷を免れるか再生できれ
ば、機能的にはかなりの改善ができる。そうなれば、

かなりのリハビリ効果を期待できるわけであります。 

 

 脊髄損傷の治療戦略 

我々は３本立ての研究を現在進めています。 

① 損傷脊髄を標的とした幹細胞治療法の開発、 

② 二次損傷を防止する治療法の開発、 

③ 損傷脊髄の再生を促す治療法の開発、 

 そして「いったん損傷を受けた成体哺乳類の脊髄は

二度と再生しない」といったカハール〔1906年に神経系
の研究でノーベル賞受賞〕のドグマ〔信念、独断〕に何と

かチャレンジしたいと思い再生研究を続けてきました。 

 １）幹細胞治療：まず、損傷脊髄を標的とした幹細

胞治療でありますが、ラットの頚髄損傷Ｃ４－５レベ

ルでの研究を行いました。ラットの椎弓をはずしてＣ

４－５レベルに錘を乗せますと、数週間で脊髄に大き

な空洞が出来てきます。空洞がそこまで大きくなる前 
に試験管の中で増やした神経の元になる細胞、つまり

幹細胞を損傷部に移植する研究を行いました。とても

大事なことは、神経幹細胞移植には適切なタイミング

があり、損傷後10日頃が幹細胞移植に最適のタイミン
グであることがわかりました。 

 損傷脊髄を標的とした細胞療法の進展では、まず

ラット脊髄損傷に対してラット胎児組織を移植する研

究が1998年頃に行われました。これは有効性があった
ものの、実際に移植するには大量のヒトの胎児組織が

必要となります。これは倫理的にも実際問題としても

臨床応用は非常に難しいと考えました。そこで、我々

はより現実的な方法として、ほんの少量の組織で多く

の人に使えるように試験管内で細胞を増やして移植

し、それが有効であることを2002年に発表しました。 
 ネズミでうまくいったからといって、すぐに人間で

やることにはより慎重にすべきであると考えました。

霊長類とげっ歯類であるネズミとは脊髄の構造と機能

が相当違っております。「サルを使った脊髄損傷の研

究はとんでもない」という方もおりますが、そういう

方は脊髄についてよく知らない方だと思います。 

 我々は霊長類であるサルを用いて、すぐに人に将来

応用できるよう人の神経幹細胞を移植し、その有効性

を立証することができました。この基本的なデータは

すでに2001年に出ていますが、2005年に論文として出
しました。コモンマーモセットという小型のサルを使

い、サルの頚椎損傷モデルを我々が初めて開発しまし

た。これは脊髄の圧迫損傷モデルです。損傷部に人の

神経幹細胞を移植し、運動機能の回復、さらには組織

学的修復を初めて証明することが出来ました。 

 こうなると人への応用ということがだいぶ見えてき

て、より安全性と有効性を確認する必要があります。

また移植する細胞も非常にクリーンな条件下で培養す

ることが必要です。ＧＭＰレベル〔医薬品優良製造基

準〕という非常にクリーンな状態で増やすことが必要

ですので、文部科学省の「再生医療実現化プロジェク

ト」の支援をいただき、「ヒトの神経幹細胞バンク」

を立ち上げます。国立病院機構大阪医療センター、産

業技術総合研究所ティッシュエンジニアリング・セン

ター＊、慶応大学の３施設にセル・プロセッシング・

センター〔CPC：細胞培養センター〕を完備して、実際
にこれを使っての臨床応用を考えております。 
 注＊：ティシュエンジニアリングとは細胞組織工学で、  
   細胞レベルでの生体組織回復技術を意味する。 

 残念ながら私がメンバーでもあります厚生科学審議

会＊では、胎児細胞を使った研究はより慎重にすべき

とのご意見もあり、今すぐに応用できません。もしそ

れが認められたら比較的近い将来それが出来るように

システムは着々と今作っているわけであります。 
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 ＊注：「ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専  

   門委員会」は厚生科学審議会科学技術部会に属する委 

   員会。 
 ２）二次損傷の防止：現在急性期の治療法として

は、多くの病院では副腎皮質ステロイド・ホルモン

〔メチルブレドニゾロン〕の大量療法が行われていま

す。しかしこれが本当に効くのか、本当に安全な治療

法であるのか、色々な形で批判が高まってきておりま

す。それに代わる１つの方法として、すでにリュウマ

チなどの薬として使われている「抗ＩＬ-６受容体抗
体」＊を使って急性期の脊髄損傷の機能回復が出来る

ことを私たちは証明することができました。 
＊注：ＩＬはインターロイキンの略。ＩＬ-６は炎症を起
こすサイトカイン〔インターロイキンや増血因子、

増殖因子などの細胞作動因子〕で、その炎症を起こ

すサイトカインを働かなくするものが抗ＩＬ-６抗
体。それにより炎症を抑えるＩＬ-１受容体アンタゴ
ニストやＩＬ-10が優勢になり炎症が抑えられる。 

この薬も「キャッスルマン病」＊という特殊な病気

には承認を得ておりまして、慢性関節リュウマチに関

してもおそらく今年か来年に承認されていると言われ

ています。そうなればこれを用いた急性期の脊髄損傷

の治療法の臨床試験を行いたいと思います。   
 ＊注：縦隔リンパ節の過形成疾患。中外製薬と大阪大学で  

   共同開発したキャッスルマン病治療薬ヒト化抗ヒトIL 
           -６（アクテムラ®）を2005年６月に新発売。国内 
           の患者数は約1500人。2005年６月に薬価収載済み。 
 また実際、幹細胞の臨床指針が出来ないからと言っ

て何もしないわけではありませんが、細胞を使った治

療法はまだまだ未知数で、なかなか始められません。

しかしお薬を用いた再生医療はもうすぐ、今年から来

年くらいには始められるのではないかと思います。 

 ３）損傷脊髄の再生：これは送電線である軸索の再

生を促す方法の開発で、我々はこれに非常に力を入れ

て行っております。 

 しかし脊髄の中には「軸索伸長阻害因子」が大量に

存在することが分かりました。それは、①ミエリン関

連タンパク質、②グリア性瘢痕に由来するもの、さら

に③軸索再生を阻害するセマフォリン等です。しか

し、こうした物質がどのように軸索再生を阻害するか

という分子メカニズムが基礎研究により分かってきま

した。特にセマフォリンが大変大事な役割を果たして

います。日本の製薬会社がこれに対する阻害物質の開

発に成功しており〔大日本住友製薬のｓｍ -216289〕、
我々はこれを用いまして、完全に脊髄を切断したラッ

トにおいて、軸索が伸びてかなり歩けるところまで回

復したというデータを得ております。  

 

 受傷後の変化に対応した治療法の開発 
 まとめますと、損傷後何年たったかによって相当病

態も変わってきており、急性期、亜急性期、慢性期、

それぞれに違った治療法があると考えています。 

 急性期では、現在のステロイド療法から今後、炎症

性サイトカイン：抗ＩＬ-６抗体、あるいはもう１つ別
のサイトカインを使った治療法の導入を検討中です。 

 その後、損傷してから１、２週間の亜急性期が神経

幹細胞移植にとって最適な時期であることを我々は明

らかにしてきました。 

 その後はグリア性瘢痕が著しく増加します。このグ

リア性瘢痕を壊す酵素として「コンドロイチナーゼＡ

ＢＣ」があります。これはリュウマチのヘルニア治療

薬として生化学工業㈱で臨床研究が進んでおります。

これと神経幹細胞移植を組み合わせると、移植の時期

が急性期から慢性期まで延びそうだという感触を得て

おり、この併用療法の研究が大事になると思います。  

 

 再生医療とリハビリテーション 

 神経幹細胞移植によって途切れた神経が修復されま

すと、リハビリテーションとの相乗的な効果を期待し

ています。慢性期の方に関してはリハビリテーション

との併用療法が大事ではないかということで、現在、

科学的な検討を進めているところでございます。 

 慶応大学病院リハビリテーション科ではトレッドミ

ル訓練を行っています。実際、このトレッドミル訓練

はかなり有効性があるのではないかと注目されている

トレーニング法です。神経幹細胞移植とこういうリハ

ビリとの併用療法の効果を確認するために、動物実験

を行っています。現在不全マヒのラットに神経幹細胞

を移植し、リハビリ効果を調べております。またロ

ボットアームを使いまして、ラットが人為的に体を動

かすという訓練も毎日行っております。 

 

  ICCP臨床研究ガイドラインについて 
 脊髄再生に対しては先ほどのマイアミ・プロジェク

トも含め、いろいろな研究者が色々な方法で研究を進

めつつあります。そのなかで国際的に共通のプロトコ

ルを作るために、ＩＣＣＰが脊髄再生の治療法のため

のガイドラインを作ろうと動き出しています。脊髄の

損傷部位、マヒレベル、受傷後の年数などを全部含め

て、どういった指標で治療効果を見るか、対照群をど

うするかといったことに関する共通のプロトコル作り

が進められています。 

 パーキンソン病の胎児細胞移植が効くとか効かない

とか言われています。これは基本的には、うまくやれ

ば効くが非常に乱雑なプロトコルでやると効かないと

いう結果が出ており、それが多くの人々の批判の対象

になったり不信感を高めたということがありました。 

 そういう反省も含め、脊髄研究者の間で国際共同関

係を保ちつつ世界的な標準のプロトコルに則ってやる

ということです。ですから、今後、厚生科学審議会に

脊髄損傷の再生医療の申請が上がってきたら、これに

則っていただきたいと思います。このプロトコル作り

に関して、わが国からは慶応大学医学部整形外科の中

村雅也先生が委員会に定期的に参加しております。 

 クリストファー・リーブ氏が「マヒした体を何とし

ても治したい」と言ったことにも励まされて、我々は

日夜研究に励んでいます。皆様方のために頑張って、

何とかお役に立てるようにしたいと思っております。 
 
 高橋 ありがとうございました。今最後に岡野先生

がお話になった国際ワークショップのことは皆様にお

配りしている資料の中に「脊髄損傷の臨床試験に関す

る国際ワークショップ報告」がございますので、詳し

1998年10月９日第三種郵便物認可（毎月３回８の日発行）             ２００５年１１月２８ 日発行 SSKU通巻１９６０号 

4 



いことはそちらをご覧下さい。 

 青木さんがなさったマイアミ・プロジェクトのリハ

ビリはさきほど映像に出たような感じなのですか。 

 青木 そうですね、若干使っている道具が違うくら

いで、まったく同じですね。あのトレッドミルも行い

ますが、ふだんは器械を使ったり、自分で考えて体を

動かしたりして使っていない筋肉を動かしていきま

す。電気刺激したりウォーカーで歩行訓練を行います

が、行った最初は10メートルとか20メートルしか歩け
ません。１ヶ月いる間に60メートルくらい歩けるよう
になります。私の知り合いでも完全損傷ですが、１時

間くらいは歩きっぱなしという人もおります。トレッ

ドミルを併用したリハビリも勧められています。 

 

 高橋 細胞を使った臨床研究にはいろいろな規制が

あるわけですが、日本は今どんな状況になっているの

かについて位田先生にお話をお願い致します。 
 
 生命倫理の基本原則から考えていくこと 
 位田 私はよく反対派とか慎重派とか言われており

ますが、必ずしもそういうものでもありません。 

 生命科学や医学には「これまでの医療では治療不可

能または困難な患者を救う」という非常に大きなプラ

スがあることを示している。けれども、患者さんを救

うために何でもやっていいかは別問題です。人の尊

厳、人間の存在、生命の尊重という社会の基本的価値

を大切にする社会でなければなりません。今、目の前

にあることを何でもやっていいとすることは、長期的

に見れば、結果として患者さんにとっても好ましい選

択ではなくなることもありうる。ですから社会の基本

的価値を損なわずに、どういう条件や方法であれば治

療をやってよいかを考えていくことが必要です。 

 ES細胞（胚性幹細胞）で言えば、人の生命の萌芽で
ある胚を壊してしまわないと取り出せないということ

が問題です。また、クローン胚やSCNT胚（体細胞核
移植胚）のように胚を人工的に作り出すことは、子宮

に戻せば人として生まれてくる可能性があるわけで、

その胚をまた壊すことを本当にやってよいのか。 

また中絶胎児組織の利用に関しては、出生前に生命

を停止すること、その中絶胎児の細胞、特に幹細胞を

無制限に使いはじめると、人の生命そのものがないが

しろにされるのではないか、という懸念がある。こう

いうことを社会一般の中できちんと考えていく必要が

ある。これを考えておかないと、いくらよい治療法で

あっても、後々問題が生ずるであろうということです。 

 

 ES細胞利用の問題点  

  ES細胞の場合には、人の生命の萌芽を破壊して取り
出すことが問題ですので、それをやっていいという条

件とは何なのか、ということです。ES細胞とは受精胚
を受精して５～７日たった胚盤胞という段階で壊すわ

けです。子宮に戻せば本来は人として生まれてくるも

のを壊してしまうわけですから、非常に極端に言えば

人を殺すのと同じことをするわけです。 

 しかし、ES細胞を取り出していろいろな細胞に分化
して、神経幹細胞から最終的には神経細胞まで分化し

てこれを使うと、患者さんを治せる可能性がある。そ

こでパーキンソン病や脊髄損傷、心筋梗塞などへの医

療応用が予定されているわけです。 

 

 ES細胞利用が許容される条件とは 
 それでは、わが国ではES細胞を作り、使用する条件
にはどんなものがあるのか。ヒトES細胞の樹立・使用
の条件としては、基本的には３つのことを考えておき

ましょう、ということになっております〔「ヒトＥＳ細

胞の樹立及び使用に関する指針」、平成13年９月施行〕。 
 １）余剰胚：ES細胞を取り出す場合に余剰胚は認め
ましょうということです。生殖補助医療で体外受精を

して、受精後子宮に戻して妊娠が確認された、あるい

はお子さんが誕生後に使われないで残る胚は捨ててし

まうものです。しかし、余った胚であっても生命の萌

芽であることには間違いはない。それを難病患者の救

済に使うことは許されるだろうから、余剰胚を使うこ

とは認めましょう。しかし、本来人間を生み出す胚を

研究用や患者の救済用に作り出して、さらにそれを壊

すことは、日本ではまだ認められていないのです。 

 ２）インフォームド・コンセント：人の生命の萌芽

を減失させる大きなマイナスと、難病で苦しむ人を救

う大きなプラスとがあるのだということを理解しても

らった上で余剰胚を提供してもらって、時間をおいて

冷静に、もう少しきちっと考えて提供して本当にいい

ですねという期間を１ヶ月間おき提供してもらうとい

うことです。そのため、凍結した余剰胚のみが認めら

れている。 

 ３）施設内倫理委員会／ IRB〔Institutional  Review 
Board〕：IRBとは病院や研究機関の倫理委員会です。
ここできちっと審査し、さらに、私も入っていますが、

国の専門委員会でもう一度審査して、国レベルで

チェックするという二重審査の形になっております。 

 ES細胞の樹立については、京都大学で３株のES細胞
が樹立されており、使用に関しては十数件の使用計画

が申請されています。ただし、現在は基礎研究ですの

で、人でもって行う臨床研究もしくは実際に治療に使

うということはまだ許されていません。 

 ES細胞の研究が進んでいくと、最後の段階で免疫拒
否反応の問題が出てくる。つまり、他人のES細胞やES
細胞から分化した細胞を使った場合、他人のものを体

内に入れるわけですから免疫拒否反応が出てきます。

ですから最終的には患者さんのクローン胚から患者さ

んの細胞と同じ遺伝子セットを持つ細胞（ES細胞）を
作り出して、そこから分化させていく。例えば神経細

胞を作り出していけば、体のほうは自分のものと考え

て受け入れますから、それで免疫拒否反応のない細胞

を使って治療を行うことが出来るわけです。 

 ですから最終的には人クローン胚を作って、そこか

らES細胞を取り出すことが必要になります。クローン
人間そのものは認められていませんが、人間の体細胞

の核を移植してクローン胚を作るという形をとれば、

すでに存在する人と同じ遺伝子の胚が生まれるわけで

す。生まれてくるわけなんですが、これを患者さんで

考えると、患者さんから体細胞を取り出して核を抜い

て未受精卵に入れて患者さんのクローン胚を作れば、
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患者さんと同じ遺伝子の胚が作れる。そこからES細胞
を取り出すということになります。 

 現在、ヒトクローン胚を作成してよいかどうかには

いろんな議論があって、私はこの問題では反対派とか

慎重派とか言われているわけです。国の生命倫理専門

調査会〔総合科学技術会議〕の結論では、クローン胚研

究について制度的な枠組み、つまり指針を作ってちゃ

んと審査の制度を作りなさい、未受精卵を提供してく

れる女性を保護しなさい、こういうことを考えてき

ちっと指針を作りましょうということです。今実際に

文部科学省で審議が行われ、私もその中に入っており

ます。 

 重要なことは、クローン胚およびクローン胚からの

ES細胞を使って治療に結び付けていいということに対
して、社会の理解を得ていかなければ難しいというこ

とです。実はES細胞を作るときでも、京都大学再生医
科学研究所の所長である中辻憲夫先生がおっしゃるに

は、余剰胚というのは世の中に広くあるはずなんです

が、実際に余剰胚を提供して下さる人を探すのが非常

に大変だったということでした。 

 わが国の社会はそういう社会なのであって、その社

会にきちっと理解していただかなくては、この研究は

なかなか進んでいかないだろう、ということです。 

 先ほど岡野先生がおっしゃっていた体性幹細胞につ

いては、厚生科学審議会で臨床研究指針を作っている

わけですが、ヒトES細胞のような人の生命の萌芽であ
る「胚」に関わるものではないので、それほど大きな

問題はないと思います。しかし幹細胞を提供していた

だくことについてのインフォームド・コンセント〔十

分な説明と同意〕、提供者のプライバシー保護、無償

で提供していただくということなどをきちんと守って

もらわなければいけません。 

また、移植するわけですから、当然ドナー〔提供

者〕とレシピエント〔受領者〕つまり患者さんがいる

わけで、こういう幹細胞を移植した治療をしていいと

いう患者さんのインフォームド・コンセントが必要で

すし、患者さんのプライバシーも保護しなければいけ

ません。  

患者さんに移植する段階でいちばん重要なことは安

全性と有効性、つまり安全な幹細胞の移植であるかど

うかという問題と、移植が有効にその治療に働くとい

うことをきちっと捉えておかなければなりません。一

言でいうと幹細胞の品質をきちんと管理しなければい

けない。 

 これらがヒト幹細胞に関する専門委員会で議論をさ

れてきた点です。専門委員会では指針の大枠は合意さ

れていると私は考えております。 

 

 ガイドラインの基本原則 
 ①安全性及び有効性の確保＊、②倫理性の確保、③

ドナー及び被験者のインフォームド・コンセント、④品

質等の確認＊、⑤公衆衛生上の安全の配慮＊、⑥情報

の公開、⑦個人情報の保護（＊は臨床研究の特徴的原則）  

中心となる原則はインフォームド・コンセントで

す。先ほど岡野先生も若干お話になりましたが、幹細

胞治療の段階は未知数が大きいということもあります

ので、ドナーとレシピエント双方からインフォームド・

コンセントを得ておかなければならない。レシピエン

トが重篤な病気で同意能力がない場合の代諾〔ﾀ゙ ｲﾀ゙ ｸ〕

の問題とか、死体がドナーになるといったこともきち

んと考えなければいけませんが、指針の大枠の合意は

できています。 
 それから、自分の細胞を自分に移植するという自家

移植もありえますので、ドナーとレシピエントが同一

ということもあります。また安全性と有効性に関して

は、期待される効果とそれに伴う危険をどう評価する

かをきちっと考えるシステムを作ることが必要です。  

移植を行うには、エビデンス〔明白な根拠〕が必要で

すが、その上に異種移植の危険性があるので、品質管

理のシステムが必要ですし、実際にそれを取り扱う人

のしっかりした組織と管理体制ができていなければな

りません。 

 ドナーは家族であったり、家族以外の第三者の可能

性もありますし、同意能力のない者、あるいは死者で

あることもあります。レシピエントのほうも家族で

あったり第三者にあったり、同意能力のない者を治療

するということもあります。それから自家移植の場

合、ドナーとレシピエントが同一です。こうした問題

を一つひとつ解決していかなければなりません。 
 
 死亡胎児組織の研究利用をめぐって 
 死亡胎児の利用については、ここ２年くらい長々と

議論をして参りました。当初は各IRBに判断を委ねる
べきだという意見がありました。しかしそれをほうっ

ておくと既成事実が積み重ねられて無原則な利用が拡

大される危険性があります。私は現時点では、どこま

で使ってよいかを決めておくべきであったと思ってお

りますが、なかなかうまくいかなかった。私自身は、

厳格な条件を決めれば死亡胎児を使ってよいと思って

いますが、しかし何をどのような厳格な条件にするの

かについてはなかなか合意が出来ませんでした。 

 私の意見ですが、まず死亡胎児を使うことが妊娠・

中絶を奨励するわけではないことは確認しておかなけ

ればなりません。死亡胎児も先ほど述べたヒトES細胞
の余剰胚といっしょで、中絶と決めたあとは、実際は

取り出して廃棄するだけですから、それであれば難病

治療のための研究利用は許されるだろうと思います。 

 もちろん、中絶をするというインフォームド・コン

セントと、中絶しますと決めたあとに取り出される胎

児を使うということに対するインフォームド・コンセ

ントは区別してやらなければなりません。また死亡胎

児がゴミ箱に捨てられていたという報道もありました

ので、きちっと死亡胎児の利用を管理できる体制を持

つ施設でなければいけません。利用目的も、本来であ

れば人間として生まれてくるはずの胎児を中絶して使

うわけで、対象疾患や幹細胞の種類にきちんと限定的

条件をつけることが必要です。 

 こういうことをきちっと考えておけば、私は基本的

には死亡胎児の幹細胞の研究利用は認めていいのでは

ないかと考えておりますが、委員会ではそこまでの合

意はできなかった、ということであります。 

 最後になりますが、再生医療はまだ出発したばかり
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です。充分な基礎研究を積み重ねていただくことが必

要です。それからこれが重要なのですが、社会の理解

と支援がないと「自分たちの命を救うために勝手なこ

とをやっている」と言われてしまいます。そこは先ほ

ど申し上げたように、社会の基本的な価値をきちんと

理解し、再生医療はこういう医療だということを患者

さんにわかりやすく説明していただいて、そしてさら

に社会全体が再生医療を進めていくのだという方向に

行かなければなかなか難しい。 

今までも、科学者は非常に大きな努力を払われてき

ましたし、患者さんの期待もよく理解できますが、社

会がそれをちゃんと理解できる段階になっていないの

です。我々としてはそれを進めていく必要があり、そ

ういう意味では若干時間がかかる可能性があります。

そういうことなので、反対派と言われるのは心外なの

ですが、若干慎重にならざるを得ないわけです。 
 高橋 有難うございました。それではフロアの方か

らご質問があれば受けますが、いかがでしょうか。 

 

 幹細胞とOECの併用療法の可能性は 
 Q-1：岡野先生にうかがいます。幹細胞移植とOEC＊
移植を併用する治療法をインターネットで目にしまし

たが、そうしたことは考えられていますか。 
＊注：OECは鼻の粘膜にある嗅神経鞘細胞で、そのグリア 
  （にかわ組織）がOEG。 
 岡野：OECは鼻粘膜から培養してきた特殊なグリア
細胞で、移植をすると脊髄再生に非常に有効であると

する報告があります。実際、中国やポルトガルなどこ

れを用いた例がいくつかあります。OECは自分自身か
ら取れる可能性があり、我々もかなり興味を持ってお

ります。実際やるにはそれがどれくらい我々の幹細胞

移植と比較して効果があるかを確かめなければなりま

せん。今現在は動物実験により検討しているところ

で、どちらがいいかと結論を出すまでに至っておりま

せんが、今後も注目すべき治療法の１つではないかと

思います。 

 OECと幹細胞の組み合わせは特に考えていません。
ただ慢性期の患者さんはグリア性瘢痕が厳しいので、

幹細胞移植という単独治療だけでなくいくつかの方法

と組み合わせてくということはある。OECと幹細胞の
移植は相乗効果が出る可能性もあり、今後、検討対象

としても良いかな、と思っています。 

 Q-1：幹細胞移植の手術は何回でもできるのか、そ

れとも１回きりでないとだめなのでしょうか。 

 岡野：手術自体がある程度脊髄を傷つけることを伴

うので、できれば１回ですむことがベストです。そう

した方法を動物実験でやっていこうとしています。 

 

 北京でOEC移植を受けて 
 高橋：実は今日、OEG移植を北京で受けた方が会場
にいらっしゃっています。ちょっと体験談を聞かせて

いただきたいと思います。 

 P-1：僕は２年前に受傷し、１年前にOEGを中国で
受けましたが未だに効果はありません。ただ僕はやら

ないよりはリスクを背負ってでも自分はやってよかっ

たと思っています。これからもリハビリを重ねていけ

ば、車いすから立つことまでは分かりませんがそうい

う希望もありますし、僕の考えではやらないよりやっ

たほうがよかった。手術に関していろいろ言われてお

りますが、それは個人で判断することだと思います。 

 高橋：ほかにも体験された方はいかがでしょうか。  

 P-２：私は受傷が５年前です。インターネットでこ

の件を知りましてわずかな希望ですが中国に行って

OEG細胞の移植受けました。帰ってきて１年半になる
んですが、まだ動くとか感覚が戻ったとか、目に見え

た効果はありません。ただ何もやらないよりも、少し

の希望でもあれば受けることが普通だと思います。新

聞でもテレビでも僕はいろいろな取材を受けました。

批判の面もあるとは思いますが、僕としては後悔をし

ておりません。岡野先生など日本の研究者の方々に頑

張っていただいて、OEGに負けないような再生医療を
早く進めていただきたいと思っております。 

 大濱：日本では出来ないということで海外に行く事

例が生じてきています。特に（欧米から）多くのALS
の方々が死を待つしかないということで中国に行って

います。逆に脊髄損傷者はかなり減ってきています。

韓国でも近いうちにES細胞のトライアルが行われるか
もしれないという話もあります。そのあたりのことに

ついて位田先生はいかがでしょうか。 

 

 海外の研究動向と日本社会における受容  
 位田：ES細胞の樹立に関しては胚を壊すという非常
に大きな問題があり、かなり厳しい規制をせざるを得

ない。ES細胞については非常に慎重に扱うのが現在の
日本の考え方であり、指針ではそうなっています。 

 問題は、ES細胞とそこから分化した細胞はいずれも
ES細胞と同じように考えるという取り扱いになってい
ることです。そこがこれからES細胞ができたあとの、
いろいろなES細胞を使って行われる研究の一番のネッ
クになっているように思います。ES細胞指針にも見直
し規定がありますので、３年後に見直すということで

今すこしずつ見直し議論を進めていますが、今後そう

いう議論の時に治療研究で問題のある点は修正してい

ければと思っております。 

 もう１点申し上げておきたいのは、韓国ではクロー

ン胚もボランティアの人たちから二百数十個の未受精

卵を提供してもらって行いましたが、日本では先ほど

中辻先生のお話のようにES細胞を作るための余剰胚を
提供していただくにも非常に苦労された。ということ

は日本の社会と韓国の社会とでは、かなりメンタリ

ティーのようなものが違いますので、韓国と同じよう

に日本で提供されるかというと、私はかなり懐疑的で

す。韓国の社会と日本の社会は違う。日本の社会でや

るのであれば、日本社会の中の考え方を基礎にしてや

らざるをえない。それをもっと進めようとするのであ

れば、社会全体が理解してもっと再生医療をどんどん

進めるのだという環境が醸成されていかないとなかな

か難しい。それまでは科学者の方々には出来る研究を

どんどんやってもらって、研究が可能になったときに

すぐにできるように準備しておいていただきたい。ク

ローン胚についても私はもう少し議論を重ねるべきだ

と思いますが、解禁されたらできる研究はどんどん
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やっていただきたいと思います。 

 

 安全性に踏み込んだ議論への展開を 
 高橋：岡野先生は研究者の立場から、日本の現在の

倫理論議をどんなふうにごらんになっておりますか。 

 岡野：日本人は独特の宗教観を持っていますが、

事、生命倫理に関しては非常に欧米に近いものを取り

いれようとしており、我々からしますと申し訳ないの

ですが非常にやりにくい。アメリカは多民族国家で倫

理観はさまざまです。胎児を使った細胞治療に関して

はFDA〔米国食品医薬品局〕という日本の厚生労働省の
ような機関は、別に倫理的なことを問題にしているの

ではなく、その細胞の安全性に関して非常に厳密に検

討しています。倫理観についてはそれぞれの申請者に

かなりまかせているところがあります。そういったフ

レキシビリティ〔柔軟性〕がないとなかなか進みませ

ん。ただわが国の事情については、だいぶ理解しまし

たので、今日の、位田先生の提言を満たすような形で

の決まりごとを早く作っていただきたいと思います。 

 そうでないと、我々はサルでの研究から何年もかけ

て作ってきたものが「禁じられた、空白の５年間」に

なるわけで、本当だったら臨床研究を始めていて治っ

ている人がいるかもしれないわけです。そのへんが非

常に残念です。我々も社会の合意は非常に大事だと思

いますが、単に科学者が暴走してるわけではありませ

ん。皆さんのご理解の上に研究を進めて行きたいと思

いますが、もう少し規制がフレキシブルなものになら

ないとやりずらいものになってしまいます。 

 ES細胞の安全性についてさらに検討しなければなら
ないことは、多くの科学者が分かっています。11月の
日本脊髄障害医学会ではカリフォルニア大学アーバイ

ン校のハンス・キールステッド助教授がES細胞を使っ
た脊髄損傷の臨床研究の発表をする予定です〔14、15
頁参照〕。この研究は米国FDAに申請中で、審査での
ポイントは倫理的な問題でなく安全性に関する問題を

チェックすることにあります。倫理のことは倫理のこ

ととし、決まりを作ったらあとは安全性へ目を向けた

論議にしていかないと何も進みません。ある程度よい

ということは振り返らずに進んでいかないとなかなか

難しい。 

 もう１つ、中絶胎児の問題ですが、皆さんご存知の

通り、委員会では一時はある程度容認かという状況に

もなったわけですが、奇しくも朝日新聞が胎児に関す

るある病院の問題を報道したということで論調が厳し

くなってしまいました。全く我々とは関係ないことで、

再生医療に関わる人間に対しても非常に白い目で見ら

れるようになったことは事実です。 

 多くの人にきちんと理解していただくことが大事だ

と思いますので、こういう講演会にもなるべく出るよ

うにしています。多くの方々に再生医療に対する一定

の理解をえていけるように頑張っていきたい。また位

田先生のご提言は非常にリーズナブルだと思いますの

で、何らかの形で議論を進めたいと思います。   
 

 高橋：朝日新聞の報道は、横浜のクリニックが中絶

胎児を医療用廃棄物の処理をせず、一般のゴミと一緒

に捨てていたことを報じたものです。研究の話とは

まったく関係がないわけですが、中絶に関する医療者

の感覚を疑うという世論が沸き起こったことは事実で

す。残り時間はわずかですが、フロアのご質問は。 

 Q-３：２つお聞きします。１つは、脊髄損傷の再生

手術に成功した例が世界であるのかないのか。もう１

つは、位田先生のお話は非常に説得力があって日本人

の感覚に合うのですが、例えば韓国でヒトクローン胚

を使って脊髄損傷の再生が成功した例があったら日本

人の患者はみなそっちへ良くかもしれないということ

に関してお考えをお聞かせいただきたいと思います。   

 岡野：基本的には、再生医療というものはあるやり

方をすれば成功しうるものだという意味では、私はコ

ンパチブルな〔互換性のある〕ものだと思います。それ

から日本で受けられないということではなく、日本で

受けられる仕組みを作っていくこと。比較的近い将来

できるような仕組みでやっており、我々は少なくとも

動物実験では行けるという確信を強めております。 

  

 高橋：位田先生、倫理面からはいかがでしょうか。 

 位田：実際に患者さんやご家族の方が、日本で治療

が受けられないということに非常に歯がゆい思いをさ

れていることは理解できます。ただ、世界中で、ES細
胞の研究が許されているわけではありません。先進国

においてはES細胞研究ができる土壌がありますが、発
展途上国ではそうはいきません。先進国の中でもフラ

ンスはこれまでES細胞研究は禁止されてきました。ド
イツはヒトの受精胚を触ることすら禁止していまし

た。ドイツはある意味では上手なのですが、どこか外

国で作ったものを持ってきてES細胞は研究してよいと
しています。確かに韓国だけでなくイギリスもクロー

ン胚を作ることが出来ますから、いくつかのそういう

国では研究が進んでいきます。しかし、問題は「どの

国がやっているからわが国も」ということではなく、

科学技術そのものは国境を越えて動きますので、韓国

で研究が進めば、韓国と日本の研究者が協力し、ある

いは世界中にそういうネットワークを作って、世界全

体で治療を進めていくことが必要です。そうでなけれ

ば、日本人がドイツなりに行って手術を受ける。しか

し日本人は裕福だからそういうことができますが、発

展途上国では臓器移植すら受けることができない、そう

いう状況が現実にあるのです。 

 私は長い目で見れば、世界というのは国境がなく、

どこにいっても最善の手術ができるようになること

が、いちばんよい。どこの国の人がどこに行っても、

その時々の最良の医療が受けられるようにすること。

そのような社会へと動いていくためには、まず日本の

中で再生医療の何たるか、それをどのように進めてい

くのか、そしてこの会場に来られていない方々にどう

やって理解していただいて、日本全体で進めて行く

か、を考えていくことが必要ではないかと思います。 

 

 高橋：はい、今の位田先生のお話は締めくくりにふ

さわしいお話であったことと思います。今日はお忙し

い中、有難うございました。■ 
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